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7. 電子成果品の検収について 

●本機能は令和 8年３月以前に利用開始、または、電子納品バージョンが「愛知県電子納品ガイドライ

ン令和７年９月版」の業務委託案件ではご利用いただけません。 

電子成果品の承認依頼がされると案件トップページの「新着情報」に「成果品確認 依頼事項が 1件あ

ります」と表示されます。 

（1）確認中の通知    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①案件をプルダウンメニューから選択します。 

②「成果品確認 依頼事項が 1件あります」を

クリックします。 

③「確認状況」を「確認中」

にします。 

④「コメント」を入力しま

す。 

⑤[送信]ボタンを 

クリックします。 

⑥[OK]をクリックします。 
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（2）業務情報の確認 

①「業務情報」をクリックします。 

 

 

 

 

  

  

 

 

※案件トップページの［電子納品］をクリックした場合も業務情報の画面になります。 

 

 

 

②「業務情報参照」画面が表示されます。 

 業務情報の各項目に間違いがないか確認します。 
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（3）電子成果品の確認 

①納品物を個別に確認します。 

 確認したいメニューをクリックします。 

 

 

 

 

【例：報告書（REPORT）の場合】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①設計業務、測量業務の時は、［設計業務］、

地質・土質調査業務の時は[地質・土質調査]

をクリックします 

②左のツリーより「報告書（REPORT）」を

クリックします。 

③報告書名や管理項目を 

クリックします。 

④内容を確認します。 
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【例：図面(DRAWING)の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④［管理項目］ボタンを

クリックします。 

③図面名をクリックすると図面ファイ

ルがダウンロードされます。 

①設計業務、測量業務の時は、［設計業務］、

地質・土質調査業務の時は[地質・土質調査]

をクリックします。 

②左のツリーより確認したい「図面

フォルダ」をクリックします。 

⑤内容を確認します。 
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【例：測量業務の場合】 

 

 

 

 

①測量の成果品を確認する時は、［測量］を

クリックします。 

③管理項目］ボタンをク

リックします。 

②左のツリーより確認したい成果品

フォルダをクリックします。 


